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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】噴霧粒子を対象に投与するための取り外し可能
なカートリッジを備えるハンドヘルド噴霧器を提供する
。
【解決手段】ハンドヘルド噴霧器１００は、制御装置１
１３および作動装置１１７を備える本体１１２を備え、
制御装置は、化合物の噴霧粒子を対象に送達するために
、作動装置と電気通信している。噴霧チャンバー１１８
は、噴霧を行なうための取り外し可能なカートリッジ１
２８を収容し、取り外し可能なカートリッジは、噴霧粒
子へと噴霧される化合物の混合物を保持する。噴霧エレ
メント１３２は、取り外し可能なカートリッジに固定ま
たは着脱可能に取り付けられ、取り外し可能なカートリ
ッジは、制御装置と電気通信している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドヘルド噴霧器であって、
　－制御装置および作動装置を備える本体（ここで、前記制御装置は、化合物の噴霧粒子
を対象に送達するために、前記作動装置と電気通信している）；
　－噴霧を行なうための取り外し可能なカートリッジを収容するための噴霧チャンバー、
噴霧粒子へと噴霧される化合物の混合物を保持するための前記の取り外し可能なカートリ
ッジ（ここで、噴霧エレメントは、前記の取り外し可能なカートリッジに固定または着脱
可能に取り付けられて、前記の取り外し可能なカートリッジは、前記制御装置と電気通信
している）、
　を含む、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項２】
　請求項１に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　前記噴霧チャンバーは、出口を備え、
　前記出口は、前記噴霧粒子の流れを案内するための、前記噴霧チャンバーに連結された
案内ノズルと液体連通している、
ハンドヘルド噴霧器
【請求項３】
　請求項１または２のいずれか一項に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　前記噴霧粒子は、約５μｍまたはそれよりも小さい平均サイズを有する、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　さらなる取り外し可能なカートリッジを収容するための保管チャンバーをさらに備える
、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　噴霧前に前記の取り外し可能なカートリッジ中の混合物を加熱するための加熱エレメン
トをさらに備える、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項６】
　請求項５に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　加熱および噴霧後に送達される前記噴霧粒子は、前記対象が吸入するのに適切な平均温
度を有する、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項７】
　請求項５または６のいずれか一項に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　前記加熱エレメントは、加熱コイル、加熱板、銅管、およびそれらの組み合わせからな
る群より選択される、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項８】
　請求項６または７のいずれか一項に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　前記平均温度は、約２５℃～約４０℃である、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　前記の取り外し可能なカートリッジの一致性を判定するための、前記制御装置により認
識される識別エレメントをさらに備える、
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ハンドヘルド噴霧器。
【請求項１０】
　請求項９に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　前記識別エレメントは、前記の取り外し可能なカートリッジに組み込まれている、また
は、前記の取り外し可能なカートリッジに取り付けられた別個のエレメントである、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項１１】
　請求項９または１０のいずれか一項に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　前記識別エレメントは、ＲＦＩＤタグ、電子チップカード、印刷ラベル、取り外し可能
なカートリッジの設計構造およびそれらの組み合わせからなる群より選択される、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項１２】
　請求項９から１１のいずれか一項に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　前記制御装置は、前記の取り外し可能なカートリッジの一致性に従って、前記噴霧器の
プリセットパラメーターを調節する、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか一項に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　前記制御装置は、ディスプレイ、タイマー、センサー、入力ボタン、回路基板、データ
ベースまたはそれらの組み合わせを備える、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか一項に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　前記作動装置は、ユーザーの呼吸に応答し、
　前記作動装置は、気流または気圧の変化を検出するための作動エレメントを備える、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のハンドヘルド噴霧器であって、
　前記噴霧チャンバーは、前記噴霧チャンバーに連結された案内ノズルと液体連通した出
口を備え、
　前記案内ノズルは、一方向弁をさらに備える、
ハンドヘルド噴霧器。
【請求項１６】
　ハンドヘルド噴霧器のための取り外し可能なカートリッジであって、
　噴霧エレメントを備える、
取り外し可能なカートリッジ。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の取り外し可能なカートリッジであって、
　前記の取り外し可能なカートリッジは、化合物の混合物を含み、
　前記噴霧エレメントは、前記混合物を噴霧して、約５μｍまたはそれよりも小さい平均
サイズを有する噴霧粒子を産生する、
取り外し可能なカートリッジ。
【請求項１８】
　請求項１６または１７のいずれか一項に記載の取り外し可能なカートリッジであって、
　前記混合物を加熱するための加熱エレメントをさらに備える、
取り外し可能なカートリッジ。
【請求項１９】
　請求項１６から１８のいずれか一項に記載の取り外し可能なカートリッジであって、
　前記の取り外し可能なカートリッジの一致性を判定するための、前記ハンドヘルド噴霧
器により認識される識別エレメントをさらに備える、
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取り外し可能なカートリッジ。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の取り外し可能なカートリッジであって、
　前記識別エレメントは、前記の取り外し可能なカートリッジ内に組み込まれた設計構造
である、
取り外し可能なカートリッジ。
【請求項２１】
　請求項１９に記載の取り外し可能なカートリッジであって、
　前記識別エレメントは、ＲＦＩＤタグ、電子チップカード、印刷ラベル、およびそれら
の組み合わせからなる群より選択される、
取り外し可能なカートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハンドヘルド噴霧器に関し、排他的ではないが具体的には、噴霧粒子を対象
に投与するための取り外し可能なカートリッジを備えるハンドヘルド噴霧器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハンドヘルド噴霧器は一般に、液状薬剤または混合物を、蒸気形態などの噴霧粒子に変
化させるために用いられる。それからユーザーは、噴霧粒子で吸い込むことができる。そ
のような薬物輸送法は、概して、喘息、咳、発熱、喉の痛み、鼻炎などを患っている対象
のような、それを必要とする対象において、呼吸器疾患または症状を治療するために適用
される。
【０００３】
　しかしながら、既存のハンドヘルド噴霧器は一般に、不潔物、細菌および／または好ま
しくない粒子により汚染されやすく、そのような汚染は、健康リスクの増加と関連し得る
。これは、既存の噴霧器は一般に、液体保管チャンバーを十分に洗浄せずに、例えば、シ
リンジ注入を通した、液体保管チャンバーへの液状薬剤の詰め替え、または、液体充填容
器の取り換えを要するためである。これらの噴霧器に固定される噴霧エレメントは、繰り
返し用いられて、これらの噴霧エレメントは、十分に洗浄、殺菌または取り換えることが
できない。さらに、詰め替え、洗浄または取り換えのための既存の方法は制限されていて
、ユーザーが操作することができないであろう複雑な手順を必要とすることがある。
【０００４】
　さらに、現行のハンドヘルド噴霧器は、ユーザーが吸入するための噴霧において液状薬
剤から冷たいミストを産生する。しかしながら、冷たいミストの温度は本体温度よりも低
いので、ユーザーは通常、ミストを投与したときに不快に感じる。また、冷たいミストは
、好ましくない場所で迅速に凝結し得て汚染をもたらし、および／または、呼吸器への炎
症をさらに引き起こし、したがって、所望の治療効果を実現することができず、または効
率的に実現し得ない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、前述の欠点が軽減され、または少なくとも、業界および公衆に有用な代替
を提供する、改善されたハンドヘルド噴霧器に関する必要性が残存している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、制御装置および作動装置を備える本体を備える、ハンドヘルド噴霧器を提供
する。制御装置は、化合物の噴霧粒子を対象に送達するために、作動装置と電気通信して
いる。噴霧チャンバーは、噴霧を行なうための取り外し可能なカートリッジを収容する。
取り外し可能なカートリッジは、噴霧される化合物の混合物を保持する。噴霧エレメント
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は、取り外し可能なカートリッジに固定または着脱可能に取り付けられ、取り外し可能な
カートリッジは、制御装置と電気通信している。
【０００７】
　また、本発明は、噴霧エレメントを含むハンドヘルド噴霧器のための取り外し可能なカ
ートリッジにも関する。
【発明の効果】
【０００８】
　理論により制限されることを意図せずに、本発明のハンドヘルド噴霧器は、上述の課題
の１つまたは複数を対処し得ると考えられる。具体的には、本発明のハンドヘルド噴霧器
は、操作しやすく、噴霧エレメント上の好ましくない不潔物、細菌および／または粒子に
よる汚染を実質的に防止／最小限化することができ、それにより、そのような汚染によっ
て引き起こされる健康リスクを最小限にする。加熱エレメントは、存在する場合は、噴霧
粒子または冷気の吸入によって引き起こされる望ましくない炎症を減らすのをさらに助け
ることができる。
【０００９】
　本発明のハンドヘルド噴霧器および取り外し可能なカートリッジは、大量生産に非常に
適切であることが見いだされた。識別エレメントの提供は、単一のハンドヘルド噴霧器が
、それぞれの噴霧を実行するために、異なる化合物を保持する様々なカートリッジを正確
および自動的に特定するのを可能にする。これは同様に、患者エラーおよび不適切な投与
および／または薬剤用量の可能性を減らす。加えて、本明細書で用いられるカートリッジ
は、迅速、簡単、および安価に生産し得て、使い捨てにできて、それはさらに、汚染の可
能性を減らす。
【００１０】
　ここで、本発明の実施態様を、例として添付の図面に関して説明する。図面において、
同一のコンポーネント／エレメントは、同一の数字上の言及で表され、ここで、同様の数
字上の言及は、同様のエレメントを指す。本出願において、異なる実施態様における同様
または同一のコンポーネントの数字上の言及（例えば、１００、２００）は、それらの類
似性を示すために、１００の番号の違いを有し得る。
【００１１】
　本明細書における図面は、説明目的のためのみであり、縮尺どおりに描かれ得ない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係るハンドヘルド噴霧器の一実施態様を示す。
【図２】カバーおよび噴霧チャンバーの筺体の一部が取り除かれた、図１のハンドヘルド
噴霧器を示す。
【図３Ａ－３Ｇ】本発明に係る取り外し可能なカートリッジの実施態様の異なる図を示す
；図３Ａは斜視図を示し、図３Ｂは正面図を示し、図３Ｃは背面図を示し、図３Ｄは上面
図を示し、図３Ｅは底面図を示し、図３Ｆは右側面図を示し、図３Ｇは左側面図を示す。
【図４】本発明に係るハンドヘルド噴霧器の一実施態様を示す。
【図５】本発明に係るハンドヘルド噴霧器の一実施態様を示す。
【図６】赤外線センサーおよび可動ブロックを備える、図５のハンドヘルド噴霧器におい
て適用される作動装置を示すダイアグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、制御装置および作動装置を備える本体を備える、ハンドヘルド噴霧器を提供
する。制御装置は、化合物の噴霧粒子を対象に送達するために、作動装置と電気通信して
いる。噴霧チャンバーは、噴霧を行なうための取り外し可能なカートリッジを収容する。
取り外し可能なカートリッジは、噴霧される化合物の混合物を保持し、噴霧エレメントは
、取り外し可能なカートリッジに固定または着脱可能に取り付けられ、取り外し可能なカ
ートリッジは、制御装置と電気通信している。
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【００１４】
　図１および図２は、本発明の一実施態様に係るハンドヘルド噴霧器を示す。ハンドヘル
ド噴霧器１００は、ハンドヘルド噴霧器１００を操作するために、本体１１２の１つの表
面上に、入力ボタン１１５および表示画面１１４を備える制御装置１１３とともに配置さ
れた本体１１２を備える。また、本体１１２は、制御装置１１３と接続された作動装置１
１７とともに提供され、作動装置１１７は、本体１１２の側面に作動ボタン１１６のよう
な作動エレメントを備え、ユーザーが使用のために噴霧を作動させるのを可能にする。
【００１５】
　取り外し可能なカートリッジ１２８を収容している噴霧チャンバー１１８は、本体１１
２の上に提供される。噴霧チャンバー１１８は、噴霧チャンバー１１８と連結した案内ノ
ズル１２２と液体連通している出口１２０を備える。案内ノズル１２２は、噴霧チャンバ
ー１１８から外へ向けて伸長し、噴霧粒子の流れを案内するための２つの反対の穴１２３
をその壁上に有する。案内ノズル１２２上の穴１２３の配置は、ユーザーが吸入するとき
に噴霧粒子の流れを強めて、すなわち、ユーザーにより生じる吸引力は、周囲空気を引き
込んで穴１２３から入り、より効率的な方法で噴霧粒子をユーザーに向けて動かすための
さらなる力を提供する。好ましくは、出口１２０から出る噴霧粒子の流れの方向は、案内
ノズル１２２の伸長方向と平行であり、すなわち軸ａ’に沿っている。
【００１６】
　噴霧チャンバー１１８の隣は、カバー１２６とともに提供される保管チャンバー１２４
である。図１および図２では、保管チャンバー１２４は、場合により、予備使用のための
さらなる取り外し可能なカートリッジ１２８’を収容するように配置される。さらなる取
り外し可能なカートリッジは、ユーザーが、使い切ったカートリッジを、新しいもの、場
合により予め充填されたものと、迅速に交換することを可能にする。そのような用意は、
彼／彼女が旅行中で家の在庫を利用できない場合に、ユーザーが新しいものと簡単に交換
するのを可能にする点で、特に利点がある。また、そのような用意は、複雑な交換ステッ
プを避け、汚染の潜在性を低下させる。
【００１７】
　図２に関して、取り外し可能なカートリッジ１２８は、噴霧のために、噴霧チャンバー
１１８内に合わせられる。取り外し可能なカートリッジ１２８は、典型的に、開口部１３
０を通して噴霧される化合物の混合物で予め充填されていて、噴霧エレメント１３２とと
もに提供されて開口部１３０を覆う。本実施態様では、噴霧エレメント１３２は、シール
リング１３３とともに用意され、取り外し可能なカートリッジ１２８の上に着脱可能に取
り付けられる。噴霧チャンバー１１８内に合わせる前に、取り外し可能なカートリッジ１
２８は、使用前に噴霧エレメントが任意の不潔物または汚染物と接触するのを防ぐために
、場合により、薄膜（図示せず）によりさらに保護される。あるいは、噴霧エレメント１
３２は、接着剤、締め具などによって、取り外し可能なカートリッジ１２８に永久に固定
されてよく、例えば、噴霧エレメント１３２は、取り外し可能なカートリッジ１２８に取
り付けられてよく、または、クリップおよび／またはスクリューにより留められてよい。
本実施態様では、噴霧エレメント１３２は、混合物を噴霧するための超音波噴霧器を備え
る。本技術分野で知られる他の代替の噴霧器が適用され得る。
【００１８】
　取り外し可能なカートリッジ１２８が噴霧チャンバー１１８内に合わせられると、それ
は制御装置１１３と電気通信される。具体的には、取り外し可能なカートリッジ１２８は
、１つまたは複数の電子接点（図３の１４８を参照）とともに提供されて、制御装置１１
３と相互作用し得て、したがって、噴霧器が作動されると、噴霧エレメント１３２がトリ
ガーされて、噴霧粒子を産生するように混合物を噴霧する。あるいは、取り外し可能なカ
ートリッジ１２８は、１つまたは複数の物理的接触および／または電子チップとともに提
供されて、制御装置１１３と相互作用し得る。
【００１９】
　好ましくは、本明細書の一実施態様では、噴霧粒子は、約５μｍまたはそれよりも小さ
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い平均サイズ、例えば、約１μｍ～約５μｍ；または約１μｍ未満；または約１μｍ；ま
たは約２μｍ；または約３μｍ；または約４μｍ；または約５μｍ；または約１．５μｍ
～約４．５μｍ；または約２．５μｍ～約４μｍ；または上記の値の任意の組み合わせを
有する。当業者は、粒子の平均サイズ（または粒子の平均空気動力学的中央粒子径と呼ば
れる）を決定する適切な方法を知っている。例えば、粒子のサイズは、Ｅｕｒｏｐｅａｎ
　Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＥＮ　１３５４４－１：２００７＋Ａ１：２００９（Ｅ）、表題：
Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　ｔｈｅｒａｐｙ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ－Ｐａｒｔ　１：Ｎｅｂ
ｕｌｉｚｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓに記載の
方法により決定される。具体的には、粒子のサイズを決定する方法は、付属書類ＢＢおよ
びＣＣに記載されている。
【００２０】
　噴霧チャンバー１１８は、取り外し可能なカートリッジ１２８と連結するように適用さ
れる出力シールリング１３５をさらに備える。出力シールリング１３５は、噴霧エレメン
ト１３２に隣接して、取り外し可能なカートリッジ１２８を所定の位置に保持し、および
／または、取り外し可能なカートリッジ１２８と噴霧チャンバー１１８との間における任
意の混合物または噴霧粒子の漏出を防ぐ。また、シールリング１３５は、汚染の可能性を
減らすのを助け、噴霧粒子が取り外し可能なカートリッジ１２８または噴霧チャンバー１
１８へ逆流するのを防ぎ得る。
【００２１】
　ハンドヘルド噴霧器１００を用いる場合、ユーザーは、取り外し可能なカートリッジ１
２８を噴霧チャンバー１１８の中に迅速かつ簡単に合わせて、ハンドヘルド噴霧器のスイ
ッチを入れることができる。それから、表示画面１１４は、噴霧のパラメーターおよび／
または噴霧の作業モードを示す。噴霧のパラメーターは、例えば、噴霧プロセスの時間の
長さ、時間間隔、温度、噴霧のスピードなどを含み得る。噴霧の作業モードは典型的に、
プリセットの噴霧モード／パターンを指す。ユーザーは、噴霧を行なうために、様々の利
用可能な選択肢から適切なモードを選択することができる。したがって、ユーザーは、事
前に決められた設定を選択し、または、ユーザーの実際の要求に従って、入力ボタン１１
５を介して噴霧のパラメーターを調節し得る。所望の作業モードが選択されると、ユーザ
ーは、ハンドヘルド噴霧器１００を保持して、典型的には、案内ノズル１２２を彼／彼女
の口および／または鼻の方に向けて、作動ボタン１１６を押すことにより噴霧を作動させ
る。それから、取り外し可能なカートリッジ１２８の噴霧エレメントがトリガーされて、
混合物を噴霧して、噴霧粒子を産生する。噴霧粒子は、案内ノズル１２２に沿って移動し
、ユーザーによって吸入される。噴霧は、作動ボタン１１６が解除されるまで続き得る。
あるいは、ユーザーは、ユーザーの呼吸パターンに従う作業モードを選択し得る。そのよ
うな場合では、噴霧は、ユーザーの呼吸パターンに従い得る。
【００２２】
　本発明の一実施態様では、ハンドヘルド噴霧器１００は、加熱エレメント１３６をさら
に備える。加熱エレメント１３６は、噴霧前に取り外し可能なカートリッジ１２８内の混
合物を加熱するために、噴霧チャンバー１１８内に配置され、および／または、取り外し
可能なカートリッジ１２８の上／中に取り付けられ得る。理論により制限されることを意
図せずに、加熱エレメントは、ユーザーが吸入するのに適切な平均温度を噴霧粒子に与え
るのに特に有利であると考えられる。それからユーザーは、温かい噴霧粒子を吸入して、
任意の症状または病気を緩和することができる。
【００２３】
　好ましくは、加熱および噴霧後に送られる噴霧粒子は、約２０℃～約４０℃、約２３℃
～約３７℃、または約２５℃～約３５℃の平均温度を有する。一実施態様では、平均温度
は、約２５℃～約３５℃、２５℃、２６℃、２７℃、２８℃、２９℃、３０℃、３１℃、
３２℃、３３℃、３４℃または３５℃である。当業者は、例えば負の温度係数型のセンサ
ーを用いる、噴霧粒子の平均温度を決定するための適切な手段を知っていて、異なる化合
物は、それらの物理化学的特性に従って、異なる温度で噴霧および送達され得ることを理
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解している。平均温度は、少なくとも３回の測定を繰り返すことにより得てよい。当業者
は、様々な加熱エレメントを本発明に適用して混合物を加熱し得ることを理解している。
例えば、加熱エレメントは、加熱コイル、加熱板、銅管、およびそれらの組み合わせから
なる群より選択され得る。
【００２４】
　本発明のさらなる実施態様では、ハンドヘルド噴霧器１００は、取り外し可能なカート
リッジ１２８上に識別エレメント１３８をさらに備える。識別エレメント１３８は、制御
装置１１３により認識されて、取り外し可能なカートリッジ１２８の一致性を判定するこ
とができる。一致性は、１または複数の情報、例えば、取り外し可能なカートリッジ１２
８内にロードされる混合物の成分、すなわち、化合物、担体（例えば溶媒）などのタイプ
、使用説明書、および／または混合物の用途からなる。
【００２５】
　図１において、識別エレメント１３８はＲＦＩＤタグであるが、当業者は、識別エレメ
ントが、代替的に、カートリッジ内に組み込まれた取り外し可能なカートリッジ、カート
リッジに取り付けられた別個のエレメントなどの上の設計構造であり得ることを理解して
いる。識別エレメントは、ＲＦＩＤタグ、電子チップカード、印刷ラベル、設計され組み
込まれた構造、およびそれらの組み合わせからなる群より選択され得る。図１～図２の実
施態様では、制御装置１１３は、取り外し可能なカートリッジ１２８の一致性を認識する
ように構成され、ハンドヘルド噴霧器１００のプリセットパラメーターを調節し、および
／または、取り外し可能なカートリッジ１２８の一致性に従ってそれぞれのプリセットモ
ードを選択する。制御装置１１３は、取り外し可能なカートリッジ１２８の一致性を直接
的または間接的に検出し得る。
【００２６】
　本発明の一実施態様では、制御装置は、ディスプレイ、タイマー、センサー、入力ボタ
ン、回路基板、データベースまたはそれらの組み合わせを備えてよく；作動装置の作動エ
レメントは、スイッチ、ボタン、センサーまたはそれらの組み合わせ、または、ユーザー
と反応して作動シグナルを送達することのできる任意のコンポーネントを備え得ることが
理解されよう。他のあり得る明らかな変型または改変もまた、本発明の主旨を逸脱せずに
本発明に適用され得る。
【００２７】
　また、噴霧される化合物の混合物は、薬剤、精油、および／または賦形剤を含み得るこ
とも理解される。混合物は、溶液、分散物、懸濁液、またはコロイド；または溶液であり
得る。また、混合物は、純粋な化合物であってもよい。
【００２８】
　また、本発明は、ハンドヘルド噴霧器のための取り外し可能なカートリッジに関する。
図３は、上述のハンドヘルド噴霧器１００に適応され得る本発明の取り外し可能なカート
リッジの一実施態様の異なる図を示す。図３に示すように、取り外し可能なカートリッジ
１２８は、噴霧される混合物を保持するための開口部１３０および空洞１４４を備える。
図に示される突出部１４６は、開口部１３０と突出部１４６との間に噴霧エレメント１３
２を受け入れるように構成される。噴霧エレメントは、シールリング１３３とともに配置
されて、突出部１４６に連結および隣接する。取り外し可能なカートリッジ１２８に混合
物がロードされると、噴霧エレメント１３２はそれから、取り外し可能なカートリッジ１
２８に固定または着脱可能に取り付けられて、開口部１３０を覆う。
【００２９】
　取り外し可能なカートリッジ１２８は、それぞれのハンドヘルド噴霧器内に合う形であ
る。本実施態様では、取り外し可能なカートリッジ１２８が、図１および図２に示される
同様のデザインを有する噴霧チャンバー１１８内に合うと、カートリッジの表面Ａは、本
体の方、すなわち下に向き、表面Ｂは、噴霧チャンバーの出口の方に向く。表面Ａ上に配
列された電気接点１４８は、それから、ハンドヘルド噴霧器の制御装置と接触する。使用
において、制御装置（例えば、図１において１１３として示される）は、噴霧エレメント
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１３２と電気的接続もしている電気接点１４８を通して、噴霧エレメント１３２へ作動シ
グナルを送信し得る。階段状の表面Ｃは、混合物が表面Ａへ向かって流れ落ちるのを可能
にし、同時に、カートリッジを噴霧チャンバー内にしっかりと保つ。好ましくは、取り外
し可能なカートリッジ１２８は、内壁１４９（図３Ｆおよび図３Ｇにおいて点線により示
される）を備える。内壁１４９および表面Ｂは、９０度より小さい急な角度を作る。した
がって、混合物と噴霧エレメント１３２との間の接触は、効率的な噴霧のために最大化さ
れて、無駄を減らす。要約すると、階段状の表面Ｃ、表面Ｂおよび内壁１４９の提供は、
噴霧の効率を改善する。他の形状のカートリッジも適用可能であり得ることが理解される
。
【００３０】
　本明細書の一実施態様では、加熱エレメントおよび／または識別エレメントを本発明の
カートリッジにおいて適用して、所望の改善された効果を達成することができる。
【００３１】
　上述のハンドヘルド噴霧器および取り外し可能なカートリッジの配置および構造、特に
、取り外し可能なカートリッジの適用によって、ハンドヘルド噴霧器は、噴霧エレメント
上の好ましくない不潔物または粒子の汚染を実質的に減らして、それにより、そのような
汚染に起因する健康リスクを最小限にすることが知られている。また、ハンドヘルド噴霧
器は、噴霧される混合物が完全に使い切られて、新しいカートリッジを使い切ったものと
交換するのにすぐに利用可能である場合に、特に操作しやすい。また、混合物を詰め替え
るためのシリンジの使用のように複雑で潜在的に危険な手順は、このようにして避けられ
る。
【００３２】
　さらに、理論により制限されることを意図せずに、加熱エレメントを備える本発明のハ
ンドヘルド噴霧器は、特に虚弱または年配のユーザーにおいて、噴霧粒子または冷気の吸
入に起因する好ましくない炎症を減らすことができると考えられる。より温かい噴霧粒子
および／または空気は、吸入中にユーザーの気道の狭窄を引き起こす可能性がより低く、
したがって、体内、例えば、口、鼻腔、食道、肺などに、より容易に引き込まれると考え
られる。本発明者らは、このことは、湿った空気および／または暖かい空気を呼吸するの
に慣れた人、例えば、熱帯に住んでいる人またはそのような地方出身の人にとって、特に
当てはまると考える。したがってユーザーは、相対的に温かい噴霧粒子をより簡単かつ快
適に吸入して、任意の痛みまたは病気を緩和することができる。加熱エレメントと連通し
ている制御装置は、温度センサー１５０により検出される周囲温度に従って、加熱温度を
調節し得る（図１～図２を参照）。本明細書の一実施態様では、温度センサー１５０は、
ハンドヘルド噴霧器内に提供される。したがって、パラメーターは、天気の変化に従って
簡単に調節することができ、そのようにするためにユーザーに多くの労力を要求しない。
【００３３】
　理論により制限されることを意図せずに、噴霧粒子が、適切な平均温度で、具体的には
、体温に近い、または体内温度に近い平均温度で、ユーザーにより吸入される場合、化合
物／薬剤の吸収効率または治療効能が高められると考えられている。
【００３４】
　加えて、識別エレメントを備える本発明の取り外し可能なカートリッジは、ハンドヘル
ド噴霧器が、例えば、どの化合物がカートリッジ内に存在するか、どの作業モードが前記
化合物に適切かを認識することを可能にする。その結果、制御装置は、前記化合物を噴霧
するために、事前に決められた最適化モードに自動的に調節し得る。識別エレメントの提
供は、様々なタイプの取り外し可能なカートリッジを製造することができ、それらのそれ
ぞれに、噴霧される特定の混合物が割り当てられるという点で有利である。換言すれば、
１つのハンドヘルド噴霧器は、異なる混合物を保持する異なるタイプの取り外し可能なカ
ートリッジの要求を満たすことができる。また、識別エレメントは、ユーザーが誤って間
違ったパラメーターを入力することに起因する出来事を最小限にする。
【００３５】
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　また、本発明は、ユーザーの呼吸に従って操作することのできるハンドヘルド噴霧器を
提供し、すなわち、ハンドヘルド噴霧器は、ユーザーの呼吸の動き、例えば彼らの吸入お
よび呼気と同期する。図４～図５に関する実施態様では、ハンドヘルド噴霧器は、ユーザ
ーの呼吸に応答する作動装置を備える。ハンドヘルド噴霧器が使用中の場合、作動装置の
作動エレメントは、案内ノズルを通り抜ける気流を検出し得て、それから、作動シグナル
を制御装置に送る。それから噴霧エレメントが作動されて、取り外し可能なカートリッジ
２２８内の混合物を噴霧する。
【００３６】
　図４および図５は、ユーザーの呼吸と同時に噴霧を行なう特性を有するハンドヘルド噴
霧器の実施態様を示す。図４に示すように、ハンドヘルド噴霧器２００は、図１および図
２に示されるハンドヘルド噴霧器１００におけるコンポーネントのほとんどを備える。ハ
ンドヘルド噴霧器２００は、制御装置２１３、および、制御装置２１３と電気通信してい
る作動装置を備える、本体２１２を備える。作動装置２１７は、ユーザーの呼吸に応答し
、作動エレメント２３７、２３７’を備え；噴霧チャンバー２１８は、噴霧を行なうため
の取り外し可能なカートリッジ２２８を収容し、取り外し可能なカートリッジ２２８は、
噴霧される化合物の混合物を保持し、ここで、噴霧エレメント２３２は、取り外し可能な
カートリッジ２２８に固定または着脱可能に取り付けられ、取り外し可能なカートリッジ
２２８は、制御装置２１３と電気通信している。
【００３７】
　本実施態様では、作動エレメント２３７、２３７’は、噴霧チャンバー２１８内に配置
され、案内ノズル２２２と噴霧エレメント２３２との間に配置される。作動エレメント２
３７、２３７’は、制御装置２１３と電気通信している。ユーザーが、案内ノズル２２２
を介して吸入すると、ユーザーの吸入により生じる気流の流れのため、作動エレメント２
３７がシフトして作動エレメント２３７’に偏る。これは、電気回路を完成させ、作動シ
グナルが生じて、制御装置２１３に伝送される。一方で、ユーザーが呼吸または息を吐く
のを止めると、作動エレメント２３７はもはや、作動エレメント２３７’に触れず、回路
が遮断され、したがって、噴霧が止まる。本実施態様では、案内ノズル２２２は、ノズル
壁の上または中に、一方向弁２３９とともに配置される。ユーザーが息を吐くと、吐き出
された空気が、作動エレメント２３７、２３７’と接触する、および／または、噴霧チャ
ンバー２１８の中に入るのを、低減または回避するように、一方向弁２３９が開いて吐き
出された空気を吐き出す。ユーザーが吸入する、または呼吸を止めると、一方向弁２３９
は閉じる。一方向弁２３９の配置は、作動エレメント２３７、２３７’が正常に機能して
、高感度の様式でユーザーの呼吸に反応するのを確実にする。一実施態様では、作動エレ
メントは、一方向弁と案内ノズルの出口との間にある。一方向弁は、当業者が理解するこ
とができる任意のデザインであってよい。例えば、案内ノズルは、その壁の上に開口部を
備えて配置され、シリコーンフィルムが、開口部を覆うように配置される。
【００３８】
　本明細書の一実施態様では、作動エレメントは、センサー、例えば、制限されないが、
赤外線センサーおよび／または流れセンサーであってよい。センサーは、噴霧チャンバー
内に据え付けられてよく、または、制御装置および／または噴霧エレメントに、対応する
噴霧を実行することを知らせるように、案内ノズルを通り抜ける気流を検出するために案
内ノズルに取り付けられてよい。ユーザーの吸入が検出される場合は、同時に噴霧が行わ
れる。吸入が検出されない場合は、噴霧は行なわれない。
【００３９】
　図５に示されるように、ハンドヘルド噴霧器３００は、センサー３６６を使用して、対
応する噴霧を行なうためにユーザーの呼吸を検出する。ハンドヘルド噴霧器３００は、噴
霧チャンバー３１８内に作動装置３１７を備える。作動装置３１７は、取り外し可能なカ
ートリッジ３２８に隣接して配置されて、作動エレメント、すなわち、赤外線センサー３
６６および可動ブロック３６４を備える（図６に示す）。図６に関して、可動ブロック３
６４は、赤外線センサー３６６の凹所３６８内に、動作可能に配置することができる。操
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作中、赤外線センサー３６６は、赤外光ビームを発生し、リアルタイムで、赤外光ビーム
が凹所を通り抜けたかどうかを検出する。赤外光ビームが検出されない場合は、赤外線セ
ンサー３６６は、作動シグナルを、赤外線センサー３６６と作動可能に連結されている制
御装置（図５の３１３を参照）に送信する。赤外光ビームが検出される場合は、赤外線セ
ンサー３６６は、そのようなシグナルを送らず、および／または、任意の作動シグナルの
送信を止める。
【００４０】
　ユーザーが吸入すると、案内ノズル３２２および噴霧チャンバー３１８において陰圧が
確立される。陰圧は、可動ブロック３６４がユーザーに向かって動くのを駆動し、したが
って、タブ３７０は、赤外線センサー３６６内の赤外光ビームを遮る。それから、赤外線
センサー３６６は、変化を直ちに検出し、作動シグナルを制御装置に送信して対応する噴
霧をトリガーする。可動ブロック３６４は、圧力変化を特に感知するように設計される。
ユーザーが呼吸を止めると、可動ブロック３６４は、その最初の位置に戻り、赤外線光ビ
ームが凹所３６８を通り抜けるのを可能にする。赤外線センサー３６６は、変化を検出し
て（すなわち、赤外光を検出して）、それから、作動シグナルの送信を止める（または、
中止シグナルを送信する）。その結果、噴霧が止まる。ユーザーが息を吐くと、一方向弁
３３９が案内ノズル３２２内に配置されている限り、吐き出された空気は、作動装置３１
７に影響を及ぼさずに一方向弁３３９を通って排出される。
【００４１】
　本明細書の一実施態様では、案内ノズル、１２２、２２２、３２２は、汚染の可能性を
さらに減らすように、使い捨て形態として提供され得る。
【００４２】
　本明細書の開示に基づいて、当業者は、実質的に改善された効果を有するハンドヘルド
噴霧器を得るために、本発明の１つまたは複数の特性を、ハンドヘルド噴霧器の任意の公
知の構造に組み入れることが可能である。例えば、中国特許第１０３１４３０８６Ｂ、中
国特許第１０３１４３０８７Ｂ、中国特許第１０３１４３０８９Ｂ、中国特許第１０３１
４３０９０Ｂ、中国特許第１０３１４３０８８Ｂおよび中国特許第１０３１７００４０Ｂ
は、ハンドヘルド噴霧器のいくつかのあり得る構造を既に提供している。これらの文献に
開示される構造は、本発明に記載の所望の効果を達成することができない。したがって、
本発明は、既存のハンドヘルド噴霧器を改善するための、ありとあらゆる手段および特徴
を提供する。
【００４３】
　当業者は、非常に多くの変型および／または改変が、概括的に記載される本発明の主旨
または範囲を逸脱せずに、特定の実施態様に示される本発明に対してなされ得ることを理
解するであろう。したがって、本実施態様は、全ての点において、例示的であり限定的で
ないものとして考慮すべきである。
【００４４】
　本明細書に含まれる従来技術に対する任意の参照は、別段の指示がない限り、情報が共
通の一般知識であることの自認として取られるべきでない。
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